
自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
運
動
競
技
会
の
範
囲
）

（
運
動
競
技
会
の
範
囲
）

第
百
二
十
六
条
の
十
二

法
第
百
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
運
動

第
百
二
十
六
条
の
十
二

法
第
百
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
運
動

競
技
会
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

競
技
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

デ
フ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会

（
新
設
）

四

（
略
）

三

（
略
）

五

ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会

（
新
設
）

六
～
八

（
略
）

四
～
六

（
略
）


